
 

 

太陽光発電設備の設置に係る関係法令等について（土地関連） 

 

 下表は、太陽光発電設備の設置に当たり、土地関連（土地に自立して設置する場合）について、市が所管する関係法令等による手続等

の概要をまとめたものです（国・県等関係機関が所管する関係法令等（電気事業法等）は、記載しておりません。）。 

関係法令等の詳しい内容は、担当部署に必ずお問い合わせください。 

No. 関係法令等の名称 該当条項 該当内容 担当部署名及び連絡先 

1 

建築基準法 

及び 

建築基準関係規定 

第６条第１項 

建築物の建築を伴う発電設備の設置（※）には、一部例外を

除き、建築確認が必要。 

（※建築物の建築を伴う発電設備の設置の例） 

・発電設備の架台下を物品の保管等の屋内的用途に供する

等、発電設備そのものが建築物に該当する場合 

・発電設備に付帯する管理施設が建築物に該当する場合 

＜建築物の建築に係る判断／建築確認＞ 

建築情報相談課 審査班 

（電話）245-5840,5841 

 

建築情報相談課 構造設備班 

（電話）245-5842 

2 都市計画法 

第 29条第１項 

第 43条第１項 

○市街化区域においては、建築物の建築を伴う発電設備の設

置（※上記「建築基準法」の項を参照）には、開発許可等が

必要な場合がある。 

＜開発許可等＞ 

宅地課 審査第１班 

（電話）245-5314 

担当区域：花見川区・稲毛区・美浜

区・若葉区（愛生町、殿台町、みつわ

台、源町、若松町、若松台） 

宅地課 審査第２班 

（電話）245-5315 

担当区域：中央区・緑区・若葉区（上

記以外） 

○市街化調整区域においては、建築物の建築を伴う発電設備

の設置（※上記「建築基準法」の項を参照）はできない。 

第 58条の２ 

第１項 

○地区計画の区域（再開発等促進区若しくは開発整備促進区

又は地区整備計画が定められている区域に限る。）内におい

て、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う場合は、

届出が必要。 

＜地区計画の区域の確認・届出窓口＞ 

都市計画課 土地利用班 

（電話）245-5304 

3 宅地造成等規制法 第８条第１項 

宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事

（２ｍを超えるがけを生じさせる切土、１ｍを超えるがけを

生じさせる盛土、切土・盛土を同時に行い２ｍを超えるがけ

を生じさせるもの、前述によらない 50㎝を超える切土または

盛土の造成面積が 500㎡を超えるもの）を行う場合は、許可

が必要。 

宅地課 技術審査班 

（電話）245-5317 

4 国土利用計画法 第 23条第１項 

計画予定地の土地取引において、その対象面積が下記の面積

に該当する場合、契約日を含め２週間以内に届出が必要な場

合がある。 

①市街化区域  ：２，０００㎡以上 

②市街化調整区域：５，０００㎡以上 宅地課 企画調査班  

（電話）245-5319 

5 
公有地の拡大の推進

に関する法律 
第４条 

計画予定地の土地取引において、下記の取引に該当する場合

その土地取引の契約締結前に届出が必要な場合がある。 

①都市計画施設の区域（道路・公園等）・生産緑地地区の区域

が含まれ、２００㎡以上の取引の場合 

②市街化区域内で５，０００㎡以上の場合 

6 土地区画整理法 第 76条第１項 

土地区画整理事業の施行地区内において、土地の形質の変

更、建築物その他の工作物の新築等を行う場合は、許可が必

要。 

＜検見川・稲毛地区＞ 

検見川稲毛土地区画整理事務所  

（電話）276-3057 

＜寒川第一地区＞ 

寒川土地区画整理事務所  

（電話）266-0201 

＜東幕張地区＞ 

東幕張土地区画整理事務所  

（電話）276-0456 

7 都市緑地法 第 14条第１項 

特別緑地保全地区内において、建築物その他の工作物の新築

等、宅地の造成、木竹の伐採等を行う場合は、一部例外を除

き、許可が必要。 公園管理課 緑地保全班 

（電話）245-5776 

8 
首都圏近郊緑地保全

法 
第７条第１項 

近郊緑地保全区域内において、建築物その他の工作物の新築

等、宅地の造成、木竹の伐採等を行う場合は、一部例外を除

き、届出が必要。 

9 

農地法 

（農業振興地域の整

備に関する法律） 

第４条・第５条 

○現況が農地である土地において発電設備を設置する場合

は、農地転用に係る許可又は届出が必要。現況が農地である

土地の上空に発電設備を設置し、その下部で営農を継続する

場合（営農型太陽光発電設備）も同様。 

＜農地転用許可 

（営農型太陽光発電設備を除く）＞ 

農業委員会事務局 農地審査班 

（電話）245-5767 

＜営農型太陽光発電設備に係る許可＞ 

農業委員会事務局 農地指導班 

（電話）245-5768 

＜農用地区域の指定＞ 

農地活用推進課 農地保全班 

（電話）245-5759 

○農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規

定する農用地区域に指定されている土地においては、営農型

太陽光発電設備以外の発電設備は、一部の例外を除き、設置

することができない。 

10 森林法 
第 10条の８ 

第１項ほか 

地域森林計画対象民有林において、立木の伐採等を行う場合

は、届出又は許可が必要。 

農政センター農業経営支援課 農林振興班 

（電話）228-6275 

11 生産緑地法 第７条第１項 
生産緑地に指定されている土地は、農地等として管理されな

ければならないため、発電設備を設置することができない。 

＜生産緑地の指定＞ 

都市計画課 都市施設班 

（電話）245-5349 

＜農地等の管理に係る指導＞ 

農地活用推進課 農地保全班 

（電話）245-5759 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO191.html
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=349AC1000000092_20170426_429AC0000000025
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000066&openerCode=1
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000066&openerCode=1
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO119.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO072.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO101.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO101.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO058.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO058.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO249.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO068.html


 

 

No. 関係法令等の名称 該当条項 該当内容 担当部署名及び連絡先 

12 
廃棄物の処理及び清

掃に関する法律 

第 15条の 19 

第１項 

指定区域内において、土地の形質の変更を行う場合は、届出

が必要。 

産業廃棄物指導課 処理業班 

（電話）245-5683 

13 

千葉市土砂等の埋立

て等による土壌の汚

染及び災害の発生の

防止に関する条例 

第９条第１項・

第２項 

300 m2以上の土砂等による土地の埋立て、盛土を行う場合は、

許可又は届出が必要。 

産業廃棄物指導課 残土指導班 

（電話）245-5685 

14 

千葉県再生土の埋立

て等の適正化に関す

る条例 

第５条第１項 

500 m2以上の再生土※による土地の埋立て、盛土を行う場合

は、届出が必要。 

※再生土 産業廃棄物を中間処理し、土地造成用の資材とし

て再生したもの 

産業廃棄物指導課 残土指導班 

（電話）245-5685 

15 文化財保護法 
第 93条第 1項 

第 94条第 1項 

周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等を行う場合

は、届出（国の機関等にあっては計画策定前に通知）が必

要。 

また、史跡名勝天然記念物あるいは千葉市指定文化財の存す

る区域においては、別途協議が必要。 

文化財課 文化財保護班 

（電話）245-5962 

16 土壌汚染対策法 第４条第１項 

3,000 m2以上（有害物質使用特定施設が設置されている事業場

においては 900㎡以上）の土地の形質の変更を行う場合は、

届出が必要。 環境規制課 水質・土壌班 

（電話）245-5196 

17 
千葉市土壌汚染対策

指導要綱 
第３条第１項 

3,000 m2以上（有害物質使用特定施設が設置されている事業場

においては 900㎡以上）の土地の形質の変更を行う場合は、

過去の利用状況の調査（履歴調査）に関する報告が必要。 

18 

騒音規制法 

振動規制法 

千葉市環境保全条例 

第 14条第１項 

第 14条第１項 

第 73条第１項 

重機を用いた土地の造成を行う場合は、届出が必要。 
環境規制課 騒音対策班 

（電話）245-5191 

19 
千葉市環境影響評価

条例 
第 2条 

太陽電池発電所等区域の面積が 10ha以上の事業を実施する場

合は、予め環境影響評価等の手続が必要。 

環境保全課 環境影響評価班 

（電話）245-5185 

- 地方税法 第 383条 
事業用の発電設備は「償却資産」に該当することから、毎年 1

月 1日現在で所有する設備について、申告が必要。 

東部市税事務所 法人課 

（電話）233-8146 

2020年 10月現在 千葉市環境保全課作成  

 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000749.html
http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000749.html
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https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/saiseido/jyourei.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/saiseido/jyourei.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/saiseido/jyourei.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO214.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/kankyokisei/soil.html
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/kankyokisei/soil.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO098.html
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=351AC0000000064_20160401_426AC0000000072
http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000503.html
https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000751.html
https://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000751.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html

